
御杖村ドクターヘリ場外離着陸場の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例 

 

御杖村ドクターヘリ場外離着陸場の設置及び管理に関する条例(令和 3 年御

杖村条例第 4 号)の一部を次のように改正する。 

 

第 1 条第 2 項中「名称　御杖村ドクターヘリ場外離着陸場」及び「位置　

奈良県宇陀郡御杖村大字神末敷津地内」を削り、「次のとおりとする。」を

「下表のとおりとする。」に改め、同項に次の表を加える。 

 

附　則 

この条例は、公布の日から施行する。

 　名称 位置
 

　御杖村ドクターヘリ場外離着陸

場

奈良県宇陀郡御杖村大字神末敷津地内

（やすらぎフロンティアタウン）
 奈良県宇陀郡御杖村大字菅野前谷地内

（旧御杖小学校屋外運動場）
 奈良県宇陀郡御杖村大字土屋原堂前地内

（御杖村民運動場）


